
公共工事契約内容等の公表 

 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第 7 条第 3 項により公表しま

す。 

 

第１回変更契約 

契約年月日 
変更前 令和 5 年 5月 30日 

変更後 令和 5 年 8月 25日 

契約業者名 ㈲丸山建設 

契約業者住所 五戸町字二本柳 24-6 

工 事 番 号 第 14 号 

工 事 名 称 町道五戸志戸岸線歩道修繕工事 

工 事 場 所 五戸町字竹原 地内 

工 事 種 別 土木 C 

工 事 概 要 

施工延長 L=140.0ｍ 

 

土工 N=1.0式 

舗装工 N=1.0式 

道路付属物施設工 

 歩車道境界ブロック設置工(切下型) L=3.0m 

 歩車道境界ブロック設置工(デリニェーター用) L=2.4m 

  歩車道境界ブロック設置工(防草ブロック) L=107.3m 

 歩車道境界ブロック設置工(車両乗入型) L=27.2m 

交通安全施設工 N=1.0 式 

構造物撤去工 N=1.0 式 

安全費 N=1.0式 

工 期 
変更前 自 令和 5 年 5 月 31日 至 令和 5 年 8月 28 日 

変更後 自 ― 至 ― 

契 約 金 額 
変更前  3,025,000 円 

変更金額 187,000円 
変更後  3,212,000 円 

変 更 理 由 

１．舗装工について、車両乗入部の増設に伴い、乗入れの摺付を

考慮し、表層工（t=5cm）A=8.2 ㎡を A=21.1 ㎡増の A=29.3㎡に、

上層路盤工（t-=10cm）A=42.0 ㎡を 8.2 ㎡減の A=33.8 ㎡に、上層

路盤工（t=7cm）を A=29.3 ㎡を追加変更する。 

２．土工について建設発生土の搬出先は特記仕様書に定めていた

とおり、搬出確定後に運搬距離を含め設計変更するため、

L=2.0km を L=5.6km 増の L=7.6km に変更する。 

３．その他現地精査結果の数量とする。 

 


